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公募要領「12 契約の締結」および「14 その他（4）」に記載のとおり、今回公募し

ておりますモデル創出事業についての再委託は認められておりません。

【説明会およびQ&Aについて】

今回のモデル事業公募について、説明会は行いますか。また、Q＆Aは提

供いただけますか。

説明会の開催は予定しておりません。Q&Aは、スポーツ庁と協議の上、内容が公に

共有すべきものである場合に公開いたします。

【再委託について】

委託要項７．に再委託についての記載がありますが、事業の一部であれ

ば再委託できるのですか。

令和6年度 障害者スポーツ推進プロジェクト（障害者スポーツの実施環境の整備等に向けたモデル創出事業）

Ｑ＆Ａ（よくあるお問い合わせ）

質問 回答

【障害者スポーツ団体の範囲について】

本事業における「障害者スポーツ団体」とは、競技団体（NFないしは

PF）」に限定されるのですか。

本事業で想定している「障害者スポーツ団体」とは、基本的には競技団体（NFまた

はPF）を想定していますが、もしその他の団体をお考えの場合は、具体的な団体名

を以て再度照会をお願いいたします。

【提出書類について】

企画提案書は、PowerPointなどで補足資料を作成することは認められ

ず、文章・画像・図式などすべて指定の様式（Word）に盛り込んで提

出する必要がありますか。

補足資料を付けていただくことは可能ですが、あくまで補足資料としますので、必要事

項はWordの書類にすべて記載いただくようお願いいたします。


